
第90回定時株主総会招集ご通知に際して

のインターネット開示事項 

Ⅰ 事業報告の「業務の適正を確保するための体制」

Ⅱ 事業報告の「会社の支配に関する基本方針」

Ⅲ 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」

Ⅳ 連結計算書類の「連結注記表」

Ⅴ 計算書類の「株主資本等変動計算書」

Ⅵ 計算書類の「個別注記表」

本内容は、法令及び当社定款第 15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブ 

サイト（http://www.tachibana.co.jp/）に掲載することにより、株主の皆様に提供し

ております。 



Ⅰ 事業報告の「業務の適正を確保するための体制」

業務の適正を確保するための体制 

１． 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

(1) 取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、社会規範に則して業務を適正に遂行される体制を整備

するためＣＳＲ推進担当の取締役を任命するとともに、担当する組織として管理本部にコンプライア

ンス部を設置する。同部はコンプライアンスの観点から業務が適正に遂行されるよう、経営の確実な

実践を監督・支援する。 

(2) コンプライアンス部は、コンプライアンス規程に従い、当社企業グループの全使用人に対して社内

通報制度のさらなる周知徹底を図る。

(3) コンプライアンスに関連する事態が発生した場合には、コンプライアンス部長がＣＳＲ推進担当役

員に報告し、同役員は速やかに社長及び監査役に報告する。また、コンプライアンス部が関係者と協

議の上、迅速かつ的確な対応にあたる。

(4) 反社会的勢力排除に向けた体制を整備し、反社会的勢力からの不当な要求には断固として拒否をす

る。

２． 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

取締役の職務執行に係る情報の取扱いは、文書管理規程に基づきその重要性に応じて適切かつ確実

な状態で保存及び管理の運用を実施し、必要に応じて閲覧可能な状態を維持することとする。 

３． 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

(1) リスク管理体制の基礎としてリスク管理規程を制定し、個々のリスクについて同規程に従ったリス

ク管理体制を構築する。推進にあたっては、ＣＳＲ推進担当役員が管轄するコンプライアンス部がリ

スク管理体制を構築及び維持する。

(2) 管理本部内に取引先の信用管理を担当する経理部、安全保障輸出管理関連業務の適正な遂行を管理

するコンプライアンス部を設置する。

(3) 不測の事態が生じた場合には、ＣＳＲ推進担当役員は社長を本部長とする対策本部を設置し、情報

連絡チーム及び顧問弁護士等を含む外部アドバイザリーチームを組織し迅速な対応を行い、損害の拡

大を防止しこれを最小限にとどめる体制を整える。

４． 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

(1) 当社は定例の取締役会を毎月１回定時に開催するほか必要に応じて適宜臨時に開催し、取締役会規

則により定められている決議事項を取締役会に付議することを遵守する。また、執行役員で構成する

経営執行会議については、毎月１回開催し、取締役会より委嘱された業務執行に関わる事項の審議決

定を行い取締役会に報告しその承認を得るものとする。

(2) 取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規程において、それぞれの責任

者及びその責任、執行手続きの詳細について定めることとする。

(3) 当社は子会社の自主独立運営を基本理念とし、経営の適正性、効率性を確保するため、関係会社管

理規程により子会社の取締役が当社に対して報告・承認を取るべき事項を定めるとともに、定期的に

業務の状況報告を実施する体制を整備するものとする。
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(4) 財務報告に係る内部統制の適正性と信頼性を確保するための体制を整備し、定期的に評価するなど

有効性、効率性を高めるものとする。 

 

５． 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

(1) 企業集団における業務の適正を確保するため、第一に法令遵守を徹底し、子会社の自主独立運営を

基本理念としつつ、関係会社管理規程及びその細則「親会社に対する報告・承認事項に関する細則」

を定め、子会社の業務執行にかかる重要事項の決定に関しては当社の事前承認または報告を求める体

制を整備する。 

(2) 当社企業グループにおける業務の適正を確保するため、当社の諸規程に準じて、グループ各社は必

要な諸規程を定めるものとする。 

(3) 社長に直属する組織として、内部業務を監査する監査室を設置し、当社企業グループ内の業務監査

を実施する。監査の結果は社長、監査役並びに管理部門担当役員に報告する。 

(4) 子会社において財務報告等に重要な影響を与える事象が発生した場合、当社の経理部門に対し、速

やかに「重要事項報告書」の提出を義務づけるものとする。また、四半期毎に重要事項発生の有無を

報告する「重要事項チェックリスト」の提出を求めるものとする。 

 

６． 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並び

にその使用人の取締役からの独立性に関する事項 

(1) 監査役が監査役の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、当社の使用人から監査役

補助者を任命することとする。 

(2) 監査役補助者の任命、解任、人事異動、賃金等の改定については監査役会の事前同意を得た上で決

定する。なお、監査役補助業務を行う場合は、監査役の指揮命令のみに従うものとし、取締役からの

指揮命令を受けないものとする。 

 

７． 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制 

(1) 取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、法令または定款に違反する行

為が行われ又は行われようとしていることを発見したときは、直ちに監査役に報告するものとする。

また、監査役は必要に応じて取締役及び使用人に報告を求めることが出来る。 

(2) 前項の報告・情報提供としての主なものは、次のとおりとする。 

① 当社の内部統制システム構築に関わる部門の活動状況 

② 当社の子会社等の監査役及び内部監査部門の活動状況 

③ 当社の重要な会計方針、会計基準及びその変更 

④ 業績及び業績見込の発表内容、重要開示書類の内容 

⑤ 社内通報制度の運用及び通報の内容 

⑥ 社内稟議書及び監査役から要求された会議議事録の回付の義務付け 

(3) 監査役に報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止

し、その旨を当社グループの取締役および使用人に周知徹底する。 

 

８． その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

(1) 監査役は、代表取締役社長、その他の取締役、会計監査人、顧問弁護士などと定期的に情報交換に

努め、連携して当社及び企業集団内の監査の実効性を確保するものとする。 
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(2) 監査役は、その職務の執行に必要と認めるときは、弁護士、公認会計士等の外部の専門家等を利用

することができ、当該職務の執行について生ずる費用は当社が負担する。

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 

１．コンプライアンスに対する取組み 

当社は、建設業における工事安全衛生活動として、工事に係わる社員を対象に工事安全衛生教育を

実施するとともに、新任管理職、新入社員及び中途採用者を対象としたコンプライアンス研修を実施

し、更には全社ＩＳＯ活動を通じて業務に密着したコンプライアンス活動を推進するなど、法令及び

定款を遵守するための取組みを実施しております。また、社内報にコンプライアンス違反事例を掲載

し、広く社内啓蒙しております。当期における内部通報の実績はありません。 

２．取締役の職務執行の適正及び効率性の確保に対する取組み 

取締役会は、社外取締役２名を含む取締役６名で構成され、社外監査役２名を含む監査役３名も出

席しております。当事業年度においては12回開催し、各議案について審議、業務執行の状況等の監督

を行い、活発な意見交換がなされており、意思決定及び監督の実効性が確保されております。 

また、当社グループにおける業務執行の適正及び効率性を確保するため、国内子会社・海外子会社

それぞれの役員を対象とした研修会を実施し、当社グループのガバナンス強化に努めております。 

３．監査役の職務執行について 

社外監査役を含む監査役は取締役会への出席を通じ、また、常勤監査役は経営執行会議及びその他

の重要会議への出席を通じて、取締役の職務執行並びに内部統制の整備、運用状況を確認しておりま

す。かつ、会計監査人及び内部監査室などの内部統制に係る組織と適宜情報交換を行っており、連携

を保ちながら監査役としての監査の実効性を確保致しております。 
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Ⅱ 事業報告の「会社の支配に関する基本方針」  

 

１．当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として、当社の企業価値ひいては株主共同の

利益を確保し、向上に資する者が望ましいと考えております。 

ただし、当社の支配権の移転を伴う買付提案の中には、株主の皆様が買付の条件等について検討する

ことや当社取締役会が代替案を提案するために必要な時間や情報を提供しないものなど、株主共同の利

益を毀損しかねないものも考えられ、このような大規模買付者は、当社の財務及び事業の方針の決定を

支配する者として適当でないと判断致します。 

将来当社が、このような濫用的な買収行為の対象となった場合、当社や株主の皆様の利益に資するも

のであるか否かについて株主の皆様に合理的かつ適切に判断していただくためには、事前警告型買収防

衛策として「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」（以下、「本プラン」という。）

を導入し、当社取締役会は大規模買付者との交渉に必要かつ十分な機会を確保することが重要であると

考えております。 

 

２．企業価値の向上に向けた取組み 

(1) 事業戦略の取組み 

当社は、創立 100 周年を迎える 2021 年に向けてさらなる成長を期し、６カ年の中長期経営計画

「Ｃ.Ｃ.Ｊ２２００」にグループを挙げて取り組む中で、ＡＩ（人工知能）・ＩoＴ（モノのインタ

ーネット）時代における製造現場の生産性向上を図るべくグループ各社の技術を結集し、ロボット

を含む製造ラインや設備機械を機能的に連動させるＭ２Ｍ（機械間通信）ビジネスを強力に推進し

ております。また、国内半導体市場の海外シフトに対応するために、国内外一体化した組織体制で

グローバルなビジネス展開に取り組んでおります。 

 

(2) コーポレート・ガバナンスに向けた取組み 

当社は、コーポレート・ガバナンスが当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るた

めの最重要課題と認識し、執行役員制度を導入し事業年度毎の経営責任の明確化を図るため、取締

役と執行役員の任期を１年とするとともに、経営の効率性の向上と健全性、透明性を確保すること

で株主をはじめすべてのステークホルダーの皆様の利益に適う経営を実現するコーポレート・ガバ

ナンス体制を構築しております。 

 

３．本プランの概要 

本プランは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、大

規模買付者の議決権割合を 20％以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為に関する事前警告

型の買収対応策です。 

大規模買付者には、予め本プランに定められたルール（以下、「大規模買付ルール」という。）に

従っていただくことといたします。 

大規模買付ルールは、株主の皆様に合理的かつ適切なご判断をしていただくための情報を提供する

ため、大規模買付行為が実行される前に、当社取締役会が、大規模買付行為の評価・検討を行う上で必

要かつ十分な情報（以下、「大規模買付情報」という。）の提供を大規模買付者に求め、当社取締役会

による一定の評価期間が経過した後に、大規模買付行為の開始を認める、というものです。 

なお、当社取締役会は、本プランを適正に運用するとともに恣意的な判断がなされることを防止す
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るため、当社取締役会から独立した特別委員会を設置し、同委員会の勧告を最大限尊重した上で、新株

予約権無償割り当ての発行等その時点で最も適した対抗措置を発動するか否かについて、決議するもの

といたします。 

従って、本プランは、株主共同の利益を損なうものではなく、また役員の地位の維持を目的とする

ものでもありません。 

４．本プランの合理性 

(1) 買収防衛策に関する指針の要件の充足

本プランは、経済産業省及び法務省により策定・公表された「企業価値・株主共同の利益の確保

又は向上のための買収防衛策に関する指針」に定められた三原則を充足し、経済産業省の企業価値

研究会により策定・公表された「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」、並びに東

京証券取引所の有価証券上場規程第 440 条に定める買収防衛策の導入に係る遵守事項を踏まえ、こ

れらの指針等を充足する設計にいたしております。 

(2) 株主総会決議による導入と有効期間等を定めたサンセット条項の設定

本プランは、株主の皆様の意思を尊重するために、株主総会のご承認を経て導入されるものであ

り、本プランの決定機関を明確にするために、当社定款に本プランの導入等の決定機関を定めてお

ります。 

本プランの有効期間につきましても、2016年６月29日開催の当社第87回定時株主総会において、

株主の皆様のご承認をいただいた時から、承認後３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに

関する定時株主総会の終結の時までと定めております。 

なお、本プランが有効期間中であっても当社取締役会もしくは当社株主総会の決議によって、本

プランを廃止できるものとしております。 

(3) 特別委員会の意見の最大限の尊重

当社取締役会は、大規模買付者が提出した大規模買付情報が、当社の企業価値ひいては株主共同

の利益を確保し、向上させるものであるか否かの判断について、当社取締役会によって恣意的な判

断がなされることを防止するため、当社取締役会から独立した特別委員会の意見を最大限尊重いた

します。 

(4) 対抗措置の発動における株主意思の反映機会の確保

大規模買付行為に対する対抗措置の発動は、原則として取締役会の決議により決定いたしますが､

株主の皆様の意思を尊重して、株主確認総会のご承認を経て対抗措置の発動または発動しないこと

を決定することができるものとし、当社定款に対抗措置の発動に関する決定機関を定めております。 

(5) デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと

本プランは、取締役会によりいつでも廃止または変更することができるものとされておりますの

で、いわゆるデッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を

阻止できない買収防衛策）ではありません。 

また、当社は取締役の任期を１年としているため、本対応方針はスローハンド型買収防衛策（取

締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買

収防衛策）でもありません。 
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Ⅲ 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」

株主資本合計

当期首残高 57,944

当期変動額

　剰余金の配当 △ 1,211

　親会社株主に帰属する
　当期純利益

4,906

　自己株式の取得 △ 0

　自己株式の処分 0

　非支配株主との取引に係る
　親会社の持分変動

758

　株主資本以外の項目
　の当期変動額(純額）

当期変動額合計 4,453

当期末残高 62,397

その他有価証券
評 価 差 額 金

繰延ﾍｯｼﾞ
 損      益

為替換算
調整勘定

退職給付に係
る調整累計額

当期首残高 6,375 △ 5 347 599 1,233 66,495

当期変動額

　剰余金の配当 △ 1,211

　親会社株主に帰属する
　当期純利益

4,906

　自己株式の取得 △ 0

　自己株式の処分 0

　非支配株主との取引に係る
　親会社の持分変動

758

　株主資本以外の項目
　の当期変動額(純額）

△ 1,462 6 △ 132 △ 209 △ 1,233 △ 3,031

当期変動額合計 △ 1,462 6 △ 132 △ 209 △ 1,233 1,421

当期末残高 4,913 0 215 390 - 67,916

△ 1,798

△ 1,798

5,519

 連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 

（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）

株主資本

その他の包括利益累計額

6,999

7,317

その他の包括利益
累計額合計

資本金

5,874 46,722

資本剰余金

6,240

△ 893

3,694 △ 0

自己株式

△ 892

4,906

△ 1,211

△ 0

00

(単位　百万円）

758

非支配株主持分 純資産合計

利益剰余金

-

5,874 50,417

758
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連 結 注 記 表 

（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項） 

１．連結の範囲に関する事項 

(1)連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称

連結子会社の数 15 社 

連結子会社の名称 

研 電 工 業 ㈱ 台 湾 立 花 股 份 有 限 公 司 

㈱ 立 花 宏 和 シ ス テ ム サ ー ビ ス 立 花 機 電 貿 易 （ 上 海 ） 有 限 公 司 

㈱ 大 電 社 タ チ バ ナ セ ー ル ス （ 韓 国 ） 社

㈱ 立 花 デ バ イ ス コ ン ポ ー ネ ン ト タ チ バ ナ セ ー ル ス （ バ ン コ ク ） 社

㈱ 高 木 商 会 タチバナセールス（インドネシア）社

立花オーバーシーズホールディングス社 高 木 （ 香 港 ） 有 限 公 司

タチバナセールス（シンガポール）社 高 機 国 際 貿 易 （ 上 海 ） 有 限 公 司

タ チ バ ナ セ ー ル ス （ 香 港 ） 社

(注)1 タチバナセールス（シンガポール）社・タチバナセールス（香港）社・台湾立花股份有限公

司・タチバナセールス（韓国）社・タチバナセールス（バンコク）社及びタチバナセールス

（インドネシア）社は、立花オーバーシーズホールディングス社の 100％出資子会社であり

ます。 

2 立花機電貿易（上海）有限公司は、タチバナセールス（香港）社の 100％出資子会社であり

ます。 

3 高木（香港）有限公司は、㈱高木商会の 100％出資子会社であります。 

4 高機国際貿易（上海）有限公司は、高木（香港）有限公司の 100％出資子会社であります。 

5 前連結会計年度において、連結子会社でありました㈱テクネットは、解散、清算しましたの

で、連結の範囲から除いております。ただし、清算結了までの損益計算書は連結しておりま

す。 

２．持分法の適用に関する事項 

連結計算書類に与える影響が軽微であるため㈱高木システムについては持分法を適用しておりません。 

３．会計方針に関する事項 

(1)資産の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時 価 の あ る も の………連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動平均法により算定）によっております。 

時 価 の な い も の………移動平均法による原価法によっております。 

②棚卸資産の評価基準及び評価方法

主として総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）によっております。

Ⅳ 連結計算書類の「連結注記表」
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(2)固定資産の減価償却の方法

①有 形 固 定 資 産………主として定率法によっております。ただし、1998 年 4 月 1 日以降取得

した建物（建物付属設備は除く）並びに 2016 年 4 月 1 日以降に取得し

た建物付属設備及び構築物については、定額法によっております。なお、

主な耐用年数は、建物及び構築物３年～50 年・機械装置及び運搬具４

年～12 年・工具、器具及び備品２年～20 年であります。 

②無 形 固 定 資 産………定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては、

社内における見込利用可能期間（5年）に基づいております。 

(3)引当金の計上基準

①貸 倒 引 当 金………売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しております。 

②賞 与 引 当 金………従業員に支給する賞与に充てるため、主として実際支給見込額の当連結

会計年度負担額を計上しております。 

(4)その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

①外貨建資産又は負債等の本邦通貨への換算方法

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処

理しております。なお、在外子会社等の資産・負債及び収益・費用は、決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。

②ヘッジ会計の処理

原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約につ

いては振当処理によっております。

③完成工事高及び完成工事原価の計上基準

当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準

（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりま

す。

④退職給付に係る負債の計上

従業員及び執行役員の退職給付に備えるため、従業員部分については、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。なお、数理計算上の差異及び過去勤

務費用については、発生年度より 10 年で処理しております。執行役員部分については、当社内規に基

づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。

未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部にお

けるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。 

⑤消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
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（表示方法の変更） 

連結貸借対照表 

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第 28 号 2018 年 2 月 16 日）に伴う、

「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」（法務省令第 5 号 2018 年 3 月 26 日）を当連

結会計年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分

に表示する方法に変更しております。 

 

（連結貸借対照表に関する注記） 

１．担保に供している資産及び担保に係る債務 

(1)担保に供している資産 

現 金 及 び 預 金 157 百万円 

建 物 及 び 構 築 物 0 百万円 

土 地 46 百万円 

 計   204 百万円 

 

(2)担保に係る債務 

支払手形及び買掛金 89 百万円 

短 期 借 入 金 12 百万円 

長 期 借 入 金 33 百万円 

 計   134 百万円 

 

２．有形固定資産の減価償却累計額 6,580 百万円 

 

３．満期手形等の処理 

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。 

なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含

まれております。 

 また、期末日約定決済の以下の売掛金及び買掛金が、期末残高に含まれております。 

 

受取手形 1,780 百万円 

支払手形 2,875 百万円 

売掛金 770 百万円 

買掛金 3,440 百万円 

 

（連結株主資本等変動計算書に関する注記） 

１．発行済株式の種類および総数に関する事項 

普 通 株 式 26,025,242 株 
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２．配当に関する事項 

(1)配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

(百万円) 

1 株当たり 

配当額(円) 
基準日    効力発生日 

2018 年 5 月 28 日 

取 締 役 会 
普通株式 605 24 2018年3月31日 2018年6月11日 

2018 年 11 月 5 日 

取 締 役 会 
普通株式  605 24 2018年9月30日 2018年12月4日 

計   1,211    

 

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

2019 年 5 月 27 日開催の取締役会において、次の議案を付議します。 

①配当金の総額 605 百万円 

②１株当たり配当額 24 円 

③基準日 2019 年 3 月 31 日 

④効力発生日 2019 年 6 月 10 日 

⑤配当の原資 利益剰余金 

 

（１株当たり情報に関する注記） 

１．１株当たり純資産額 2,691 円 02 銭 

２．１株当たり当期純利益 194 円 39 銭 

 

（金融商品に関する注記） 

１．金融商品の状況に関する事項 

(1)金融商品に対する取組方針 

当社企業グループは、資金運用については、預金もしくは安全性の高い金融資産によっており、

事業活動に必要な運転資金については主に銀行借入により調達しております。デリバティブは外貨

建て取引に係る債権債務についての為替相場変動をヘッジする目的、及び借入金の金利変動リスク

を回避する目的に利用し、投機的な取引は行わない方針であります。 

 

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関し

ては、信用管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信

用状況を定期的に把握する体制としています。 

未収入金についてはその大半が主要仕入先に対する仕入割戻し金であり、その信用リスクは限定

的なものと判断しております。 

有価証券・投資有価証券は市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有

10



 

する企業の株式及び安全性の高い債券で構成されており、定期的に把握した時価が管理部門担当役

員に報告されています。 

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが１年以内の支払期日です。 

また、当社企業グループの営業取引には一部、外貨建てによるものがあり、それに伴う売掛金、

買掛金は為替相場の変動リスクに晒されておりますが、適宜、デリバティブ取引（為替予約取引）

をヘッジ手段として利用し、そのリスクを低減させております。 

借入金は短期借入金、長期借入金とも主に営業取引に係る資金調達であります。 

デリバティブ取引の執行・管理については社内規程に従って行っており、また、信用リスクを軽

減するため信用度の高い銀行に限って取引を行っております。 

 

２．金融商品の時価等に関する事項 

2019 年 3 月 31 日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり

であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりませ

ん。（（注 2）参照ください。） 

  （単位 百万円） 

 
連結貸借対照表 

計上額 
時価 差額 

（1)現金及び預金 15,167 15,167 - 

（2）受取手形及び売掛金 65,682   

    貸倒引当金（*1） △61    

  65,621 65,621 - 

（3）未収入金 1,789 1,789 - 

（4）有価証券及び投資有価証券     

    その他有価証券 18,329 18,329 - 

資産計 100,907 100,907 - 

（1）支払手形及び買掛金 42,548 42,548 - 

（2）短期借入金 1,937 1,937 - 

（3）長期借入金（*2） 95 94 △0 

負債計 44,580 44,580 △0 

デリバティブ取引（*3） 0 0 - 

（*1）受取手形及び売掛金に対応する一般貸倒引当金を控除しております。 

（*2）１年以内返済予定の長期借入金については、「長期借入金」に含めて表示しておりま

す。 

（*3）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味

の債務となる項目については（ ）で示しております。 

 

 

（注 1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 
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資産 

（1） 現金及び預金、（2）受取手形及び売掛金、並びに（3）未収入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって

おります。

（4）有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取扱証券会社からの時価情報に

よっております。

負債 

（1）支払手形及び買掛金、並びに（2）短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって

おります。

（3）長期借入金

長期借入金の時価については、固定金利によるものは、元利金の合計額を同様の新規借入を行った

場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。変動金利によるものは、短期間

で市場金利を反映し、また、信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近

似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。

デリバティブ取引 

為替予約の時価については、取引金融機関から提示された価格等によっております。 

（注 2）非上場株式（連結貸借対照表計上額 49 百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フロ

ーを見積ることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「（4）有価証券

及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。 
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Ⅴ 計算書類の「株主資本等変動計算書」

別途
積立金

繰越
利益

剰余金

当期首残高 5,874 5,674 313 5,988 349 29,900 4,082 34,331 △892 45,301

当期変動額

　剰余金の配当 △1,211 △1,211 △1,211

　当期純利益 4,075 4,075 4,075

　別途積立金の積立 2,500 △2,500 - -

　自己株式の取得 △ 0 △ 0

　自己株式の処分 0 0 0 0

　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額
　（純　額）

当期変動額合計 - - 0 0 -  2,500 363 2,863 △ 0 2,863

当期末残高 5,874 5,674 313 5,988 349 32,400 4,445 37,195 △893 48,164

その他
有価証券
評価差額

金

繰延ﾍｯｼﾞ
損益

評価・換
算

差額等合
計

当期首残高 6,004 △5 5,998 51,300

当期変動額

　剰余金の配当 △1,211

　当期純利益 4,075

　別途積立金の積立 -

　自己株式の取得 △ 0

　自己株式の処分 0

　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額
　（純　額）

△1,324 6 △1,318 △1,318

当期変動額合計 △1,324 6 △1,318 1,544

当期末残高 4,679 0 4,680 52,845

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

（自 2018年4月1日　　至 2019年3月31日）

利益
準備金

資本
準備金

その他
資本

剰余金

資本
剰余金
合計

利益
剰余金
合計

自己株式
株主
資本
合計

利益剰余金

評価・換算差額等

（単位 百万円）

株主資本

資本金

資本剰余金

純資産
合計

その他利益剰余金
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個 別 注 記 表 

（重要な会計方針） 

１．資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法によっております。 

その他有価証券 

時 価 の あ る も の………決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により算定）によっております。 

時 価 の な い も の………移動平均法による原価法によっております。 

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）によっております。

２．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有 形 固 定 資 産………定率法によっております。ただし、1998 年 4月 1日以降取得した建物（建

物付属設備は除く）並びに 2016 年 4 月 1日以降に取得した建物付属設備

及び構築物については、定額法によっております。なお、主な耐用年数は、

建物３年～50年・構築物３年～50 年・車輌及び運搬具４年～６年・工具、

器具及び備品２年～20年であります。 

(2) 無 形 固 定 資 産………定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社

内における見込利用可能期間（5年）に基づいております。 

３．引当金の計上基準 

(1) 貸 倒 引 当 金………売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。 

(2) 賞 与 引 当 金………従業員に支給する賞与に充てるため、実際支給見込額の当事業年度負担額

を計上しております。 

(3) 退 職 給 付 引 当 金………従業員及び執行役員の退職給付に備えるため、従業員部分については、当

事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上し

ております。なお、数理計算上の差異及び過去勤務費用については、発生

年度より 10年で処理しております。執行役員部分については、当社内規に

基づく当事業年度末要支給額を計上しております。 

４．収益及び費用の計上基準 

完成工事高及び完成工事原価の計上基準 

当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事

の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 

Ⅵ 計算書類の「個別注記表」
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５．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

(1) ヘッジ会計の処理 

原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約につ

いては振当処理によっております。 

 

(2) 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。 

 

（表示方法の変更） 

 

貸借対照表 

 

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第 28 号 2018 年 2 月 16 日）に伴う、「会社

法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」（法務省令第 5 号 2018 年 3 月 26 日）を当事業年度か

ら適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方

法に変更しております。 

 

（貸借対照表に関する注記） 

１．有形固定資産の減価償却累計額 5,457 百万円 

２．保証債務 

関係会社の仕入取引契約に係る債務の保証 58 百万円 

関係会社の銀行借入金の保証 23 百万円 

３．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 

関係会社に対する短期金銭債権 3,706 百万円 

関係会社に対する長期金銭債権 190 百万円 

関係会社に対する短期金銭債務 925 百万円 

４．満期手形等の処理 

期末日満期手形等の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。 

なお、当事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等が、期末残高に含まれて

おります。 

 また、期末日約定決済の以下の売掛金及び買掛金が、期末残高に含まれております。 

 

受取手形 504 百万円 

電子記録債権 984 百万円 

支払手形 163 百万円 

電子記録債務 2,594 百万円 

売掛金 715 百万円 

買掛金 3,440 百万円 
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（損益計算書に関する注記） 

関係会社との取引高 

売 上 高 9,471 百万円 

仕 入 高 2,882 百万円 

営業取引以外の取引高 47 百万円 

 

（株主資本等変動計算書に関する注記） 

 

当事業年度の末日における自己株式の種類及び数 

 

 普通株式  786,985 株 

（税効果会計に関する注記） 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

（繰延税金資産） 

貸倒引当金 41 百万円 

賞与引当金 366 百万円 

未払事業税 70 百万円 

退職給付引当金 111 百万円 

有価証券評価損 76 百万円 

関係会社株式評価損 366 百万円 

商品評価損 68 百万円 

その他 116 百万円 

繰延税金資産 小計 1,217 百万円 

評価性引当額 △ 537 百万円 

繰延税金資産 合計       680 百万円 

（繰延税金負債） 

その他有価証券評価差額金  1,995 百万円 

その他  0 百万円 

繰延税金負債 合計  1,995 百万円 

繰延税金資産の純額 △ 1,315 百万円 

 

（関連当事者情報） 

子会社 

種類 
会社等の名称 

又は氏名 

議決権等の所有 

 (被所有)割合

（％） 

関連当事者との関係 取引の内容 
取引金額 

（百万円） 
科目 

期末残高 

（百万円） 

子会社 
㈱立花デバイスコ

ンポーネント 

(所有) 

直接 100 

コンポーネント品等 

を当社へ販売 

資金の援助 

資金の貸付 

利息の受取 

1,085 

8 

短期貸付金 

 

1,200 

 

（注 1） ㈱立花デバイスコンポーネントに対する資金の貸付については、市場金利を勘案して金利を決定

しており、取引金額は貸付期間における平均残高を記載しております。 
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（１株当たり情報に関する注記） 

１．1 株当たり純資産額 2,093 円 85 銭 

２．1 株当たり当期純利益 161 円 47 銭 

（退職給付に関する注記） 

１．採用している退職給付制度の概要 

当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度を設けており、退職給付信託を設定しており

ます。また、確定拠出年金制度も設けております。 

２．退職給付債務等の内容 

a．退職給付債務 △ 4,802 百万円

b．年金資産 5,215 百万円

c．未積立退職給付債務（ａ＋ｂ） 412 百万円 

d．未認識過去勤務費用 15 百万円 

e．未認識数理計算上の差異 △ 577 百万円

f．貸借対照表計上額純額（ｃ＋ｄ＋ｅ） △ 149 百万円

g．退職給付引当金 △ 149 百万円

３．退職給付費用の内容 

a．勤務費用 231 百万円 

b．利息費用 46 百万円 

c．期待運用収益 △ 51 百万円

d．過去勤務費用の費用処理額 △ 1 百万円

e．数理計算上の差異の費用処理額 △ 113 百万円

小計 110 百万円 

f. 確定拠出年金制度の拠出金 124 百万円 

g. 割増退職金等 6 百万円 

h. 退職給付費用（a＋b＋c＋d＋e＋f＋g） 240 百万円 

４. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

a．退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

b．割引率 1.0％ 

c．長期期待運用収益率（退職給付信託分を除く） 1.0％ 

d．過去勤務費用の額の処理年数 発生年度より 10 年 

e. 数理計算上の差異の処理年数 発生年度より 10 年 

17


	①第90期：(目次)法令及び定款に基づくインターネット開示事項
	②第90期：業務の適正を確保するための体制・運用状況の概要
	③第90期：会社の支配に関する基本方針
	④第90期：連結株主資本等変動計算書
	⑤第90期：連結注記表
	⑥第90期：単体株主資本等変動計算書
	⑦第90期：個別注記表



